
【川崎市子ども・子育て会議について】 

○根拠法令 

 ・子ども・子育て支援法（以下、「法」という。） 第７７条 

 ・就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 

（以下、「認定こども園法」という。） 第２５条 

                      【「別紙：関連条例抜粋」参照】   

○主な審議事項 

 ・教育・保育の提供や利用定員の設定に関すること 

 ・子ども・子育て支援事業計画に関すること 

 ・子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事項、 

及び施策の実施状況に関すること 

 ・幼保連携型認定こども園の認可に関すること 

〇委員：２５人以下 

○部会について 

計画推進部会

〇計画全体に関する審議
を行う。 

 ・計画の進行管理 
点検、評価、見直し

教育・保育推進部会

〇教育・保育に関する
個々の施策・事業につ
いて審議を行う。 

 ・施策や事業のあり方 
 ・利用定員 
 ・利用に係る費用負担 
 ・基準 

         等 

子ども・子育て支援
推進部会 

〇保育関係事業を除く子
ども・子育て支援に関す
る個々の施策・事業につ
いて審議を行う。 

 ・施策や事業のあり方 
 ・利用に係る費用負担 
 ・基準 
          等 

●教育・保育の提供や利用定員の設定に関すること 

●子ども・子育て支援事業計画に関すること 

●子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な 

推進に関し必要な事項及び施策の実施状況に関すること 

●幼保連携型認定こども園の認可に関すること

川崎市子ども・子育て会議 

計画推進部会
教育・保育推進 

部会

※子ども・子育て会議には以下のとおり 

3 つの部会を置いています。 

主
な
審
議
事
項

子ども・子育て 

支援推進部会 
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○子ども・子育て支援法

〔平成二十四年八月二十二日号外法律第六十五号〕 

（市町村等における合議制の機関） 

第七十七条 市町村は、条例で定めるところにより、次に掲げる事務を処理するため、審議会その

他の合議制の機関を置くよう努めるものとする。 

一 特定教育・保育施設の利用定員の設定に関し、第三十一条第二項に規定する事項を処理する

こと。 

二 特定地域型保育事業の利用定員の設定に関し、第四十三条第三項に規定する事項を処理する

こと。 

三 市町村子ども・子育て支援事業計画に関し、第六十一条第七項に規定する事項を処理するこ

と。 

四 当該市町村における子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要

な事項及び当該施策の実施状況を調査審議すること。 

２ 前項の合議制の機関は、同項各号に掲げる事務を処理するに当たっては、地域の子ども及び子

育て家庭の実情を十分に踏まえなければならない。 

３ 前二項に定めるもののほか、第一項の合議制の機関の組織及び運営に関し必要な事項は、市町

村の条例で定める。 

４ 都道府県は、条例で定めるところにより、次に掲げる事務を処理するため、審議会その他の合

議制の機関を置くよう努めるものとする。 

一 都道府県子ども・子育て支援事業支援計画に関し、第六十二条第五項に規定する事項を処理

すること。 

二 当該都道府県における子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必

要な事項及び当該施策の実施状況を調査審議すること。 

５ 第二項及び第三項の規定は、前項の規定により都道府県に合議制の機関が置かれた場合に準用

する。

【別紙：関連法文抜粋】
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○就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律

〔平成十八年六月十五日号外法律第七十七号〕 

（設置等の認可） 

第十七条 国及び地方公共団体以外の者は、幼保連携型認定こども園を設置しようとするとき、又

はその設置した幼保連携型認定こども園の廃止等を行おうとするときは、都道府県知事（指定都

市等の区域内に所在する幼保連携型認定こども園については、当該指定都市等の長。次項、第三

項、第六項及び第七項並びに次条第一項において同じ。）の認可を受けなければならない。 

２ 都道府県知事は、前項の設置の認可の申請があったときは、第十三条第一項の条例で定める基

準に適合するかどうかを審査するほか、次に掲げる基準によって、その申請を審査しなければな

らない。 

一 申請者が、この法律その他国民の福祉若しくは学校教育に関する法律で政令で定めるものの

規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの

者であるとき。 

二 申請者が、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、

その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。 

三 申請者が、第二十二条第一項の規定により認可を取り消され、その取消しの日から起算して

五年を経過しない者であるとき。ただし、当該認可の取消しが、幼保連携型認定こども園の認

可の取消しのうち当該認可の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止する

ための当該幼保連携型認定こども園の設置者による業務管理体制の整備についての取組の状況

その他の当該事実に関して当該幼保連携型認定こども園の設置者が有していた責任の程度を考

慮して、この号本文に規定する認可の取消しに該当しないこととすることが相当であると認め

られるものとして主務省令で定めるものに該当する場合を除く。 

四 申請者が、第二十二条第一項の規定による認可の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の

規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間

に前項の規定による幼保連携型認定こども園の廃止をした者（当該廃止について相当の理由が

ある者を除く。）で、当該幼保連携型認定こども園の廃止の認可の日から起算して五年を経過

しないものであるとき。 

五 申請者が、第十九条第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日（当該検査の

結果に基づき第二十二条第一項の規定による認可の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決

定をすることが見込まれる日として主務省令で定めるところにより都道府県知事が当該申請者
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に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をい

う。）までの間に前項の規定による幼保連携型認定こども園の廃止をした者（当該廃止につい

て相当の理由がある者を除く。）で、当該幼保連携型認定こども園の廃止の認可の日から起算

して五年を経過しないものであるとき。 

六 申請者が、認可の申請前五年以内に教育又は保育に関し不正又は著しく不当な行為をした者

であるとき。 

七 申請者の役員又はその長のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。 

イ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 

ロ 第一号、第二号又は前号に該当する者 

ハ 第二十二条第一項の規定により認可を取り消された幼保連携型認定こども園において、当

該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内にその

幼保連携型認定こども園の設置者の役員又はその園長であった者で当該取消しの日から起算

して五年を経過しないもの（当該認可の取消しが、幼保連携型認定こども園の認可の取消し

のうち当該認可の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当

該幼保連携型認定こども園の設置者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他

の当該事実に関して当該幼保連携型認定こども園の設置者が有していた責任の程度を考慮し

て、この号に規定する認可の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる

ものとして主務省令で定めるものに該当する場合を除く。） 

ニ 第四号に規定する期間内に前項の規定により廃止した幼保連携型認定こども園（当該廃止

について相当の理由がある幼保連携型認定こども園を除く。）において、同号の通知の日前

六十日以内にその設置者の役員又はその長であった者で当該廃止の認可の日から起算して五

年を経過しないもの 

３ 都道府県知事は、第一項の認可をしようとするときは、あらかじめ、第二十五条に規定する審

議会その他の合議制の機関の意見を聴かなければならない。 

４ 指定都市等の長は、第一項の認可をしようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に協議し

なければならない。 

５ 都道府県知事は、第一項の設置の認可をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、

あらかじめ、当該認可の申請に係る幼保連携型認定こども園を設置しようとする場所を管轄する

市町村の長に協議しなければならない。 

６ 都道府県知事は、第一項及び第二項に基づく審査の結果、その申請が第十三条第一項の条例で
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定める基準に適合しており、かつ、第二項各号に掲げる基準に該当しないと認めるときは、第一

項の設置の認可をするものとする。ただし、次に掲げる要件のいずれかに該当するとき、その他

の都道府県子ども・子育て支援事業支援計画（指定都市等の長が認可を行う場合にあっては、子

ども・子育て支援法第六十一条第一項の規定により当該指定都市等の長が定める市町村子ども・

子育て支援事業計画。以下この項において同じ。）の達成に支障を生ずるおそれがある場合とし

て主務省令で定める場合に該当すると認めるときは、第一項の設置の認可をしないことができる。 

一 当該申請に係る幼保連携型認定こども園を設置しようとする場所を含む区域（指定都市等の

長が認可を行う場合にあっては、子ども・子育て支援法第六十一条第二項第一号の規定により

当該指定都市等が定める教育・保育提供区域をいう。以下この項において同じ。）における特

定教育・保育施設の利用定員の総数（子ども・子育て支援法第十九条第一項第一号に掲げる小

学校就学前子どもに係るものに限る。）が、都道府県子ども・子育て支援事業支援計画におい

て定める当該区域の特定教育・保育施設の必要利用定員総数（同号に掲げる小学校就学前子ど

もに係るものに限る。）に既に達しているか、又は当該申請に係る設置の認可によってこれを

超えることになると認めるとき。 

二 当該申請に係る幼保連携型認定こども園を設置しようとする場所を含む区域における特定教

育・保育施設の利用定員の総数（子ども・子育て支援法第十九条第一項第二号に掲げる小学校

就学前子どもに係るものに限る。）が、都道府県子ども・子育て支援事業支援計画において定

める当該区域の特定教育・保育施設の必要利用定員総数（同号に掲げる小学校就学前子どもに

係るものに限る。）に既に達しているか、又は当該申請に係る設置の認可によってこれを超え

ることになると認めるとき。 

三 当該申請に係る幼保連携型認定こども園を設置しようとする場所を含む区域における特定教

育・保育施設の利用定員の総数（子ども・子育て支援法第十九条第一項第三号に掲げる小学校

就学前子どもに係るものに限る。）が、都道府県子ども・子育て支援事業支援計画において定

める当該区域の特定教育・保育施設の必要利用定員総数（同号に掲げる小学校就学前子どもに

係るものに限る。）に既に達しているか、又は当該申請に係る設置の認可によってこれを超え

ることになると認めるとき。 

７ 都道府県知事は、第一項の設置の認可をしない場合には、申請者に対し、速やかに、その旨及

び理由を通知しなければならない。 
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（事業停止命令） 

第二十一条 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、幼保連携型認定こ

ども園の事業の停止又は施設の閉鎖を命ずることができる。 

一 幼保連携型認定こども園の設置者が、この法律又はこの法律に基づく命令若しくは条例の規

定に故意に違反し、かつ、園児の教育上又は保育上著しく有害であると認められるとき。 

二 幼保連携型認定こども園の設置者が前条の規定による命令に違反したとき。 

三 正当な理由がないのに、六月以上休止したとき。 

２ 都道府県知事は、前項の規定により事業の停止又は施設の閉鎖の命令をしようとするときは、

あらかじめ、第二十五条に規定する審議会その他の合議制の機関の意見を聴かなければならない。 

（認可の取消し） 

第二十二条 都道府県知事は、幼保連携型認定こども園の設置者が、この法律若しくはこの法律に

基づく命令若しくは条例の規定又はこれらに基づいてする処分に違反したときは、第十七条第一

項の認可を取り消すことができる。 

２ 都道府県知事は、前項の規定による認可の取消しをしようとするときは、あらかじめ、第二十

五条に規定する審議会その他の合議制の機関の意見を聴かなければならない。 

（都道府県における合議制の機関） 

第二十五条 第十七条第三項、第二十一条第二項及び第二十二条第二項の規定によりその権限に属

させられた事項を調査審議するため、都道府県に、条例で幼保連携型認定こども園に関する審議

会その他の合議制の機関を置くものとする。


